
 

厚木市連節バス運行システム導入事業補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、連節バス運行システムを導入することによりバス利用者の利便性の

向上に資するため、路線バス事業者（道路運送法（昭和 26 年法律第 183 号）第３条第

１号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業（以下「路線バス事業」という。）を営

業する者をいう。）に対して、事業に要する経費の一部を予算の範囲内において補助す

る厚木市連節バス運行システム導入事業補助金（以下「補助金」という。）の交付につ

いて、厚木市補助金等交付規則（昭和 45 年規則第５号。以下「規則」という。）に定め

るもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象設備） 

第２条 補助金の交付の対象は、輸送人員等を踏まえ市長が適当と認める路線において次

の各号の設備を一括して整備又は更新するものとする。 

(1)連節バス車両 

(2) 公共車両優先システム（ＰＴＰＳ） 

（補助対象経費） 

第３条 補助金の交付の対象となる経費は、次のとおりとする。 

 (1) 連節バス車両 

連節バス車両本体価格及び路線バス事業に必要な附属機器の価格とし、税金、手数

料等は含まないものとする。 

(2) 公共車両優先システム（ＰＴＰＳ） 

      公共車両優先システム（ＰＴＰＳ）に使用する車載器（設置費用等を含む。）の価

格とし、税金、手数料等は含まないものとする。ただし、更新する車両に既設の車載

器を使用する場合は、当該車載器の設置費用等は補助の対象とする経費としない。 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、補助対象経費に４分の１を乗じて得た額以内の額とする。 

２ 前項の規定により、算出した補助金の額に 1,000円未満の端数が生じたときは、これ

を切り捨てるものとする。 

（申請書の添付書類） 

第５条 規則第４条の規定による補助金等交付申請書に添付すべき書類は、同条第１号及

び第２号に規定するもののほか、次の各号の事業区分に応じ、当該各号に掲げるものと

する。 

(1) 連節バス車両 

   車両見積書の写し 

(2) 公共車両優先システム（ＰＴＰＳ） 

   車載器の見積書の写し。ただし、更新する車両に既設の車載器を使用する場合を除

く。 

（実績報告） 

第６条 規則第 10 条に規定する事業実績報告書は、収支決算書のほか、次に掲げる書類

を添付し、事業の終了後 30日以内に提出しなければならない。 

(1) 領収書等代金を支払ったことを証する書類の写し 

(2) その他事業実績を確認するため市長が必要と認めた書類 

 

 



附 則 

この要綱は、平成 18 年２月 13日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 20 年５月 14日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 


